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岩手県地域公共交通活性化協議会設置要綱等の改正について 

 

 

１ 概要 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（バス国庫補助要綱）の改正により、

バスの令和７事業年度（R6.10.1～R7.9.30）から国庫補助の交付を受けるためには、補助

系統を地域公共交通計画に位置付けることが必要となったことから、当該事務を所掌する

岩手県生活交通対策協議会の役割を岩手県地域公共交通活性化協議会（以下、「法定協議

会」という。）に集約するため、所要の整理を行うもの。 

 

２ これまでの両協議会の主な役割 

名称 分掌事務 

岩手県地域公共交通活性化協

議会（法定協議会） 
地域公共交通計画の策定・実施 

岩手県生活交通対策協議会 
国庫補助の交付を受けるための計画の策定に向けた協議 

路線休廃止等の申出に係る協議 

 

３ 改正のポイント 

法定協議会において生活交通対策協議会の分掌事務も担うこととし、国庫補助を受ける

ための計画策定に向けた協議は新たに設置する生活交通対策部会において、路線休廃止等

の申出に係る協議は地域別部会においてそれぞれ協議することし、これらについては、各

部会の議決をもって法定協議会の議決とするよう、法定協議会の要綱等を改正するもの。 

 

４ 主な改正事項 

№ 項目 内    容 

1 協議事項の追加 
法定協議会の協議事項に、路線休廃止等の申出に係る協議を

加える旨を追加 

2 
生活交通対策部

会の設置・協議 

法定協議会に生活交通対策部会を設置し、国庫補助事業に関

する協議を行う旨を規定 

3 
路線の休廃止等

の申出の協議 
地域別部会で路線の休廃止等の協議を行う旨を規定 

4 
各部会における 

議決事項 

生活交通対策部会及び地域別部会における協議事項のうち路

線休廃止等の申出に関することを、部会の議決をもって、協議会

の議決とすることができる旨を規定 

 

５ 参考資料 

  岩手県地域公共交通活性化協議会設置要綱 新旧対照表（案） 

  岩手県地域公共交通活性化協議会運営要領 新旧対照表（案） 

  岩手県地域公共交通活性化協議会地域別部会運営要領（案） 

  岩手県地域公共交通活性化協議会生活交通対策部会運営要領（案） 

資料４ 


